
相続定期預金

相続発生後2年以内に、相続により取得した資金をお預けいただける個人のお客さま
※本商品のご契約はお一人様一店舗のみ、一回限りとなります。

０. ６.

一契約100万円以上1億円以内（相続により取得された金額の範囲内）
※お一人様1億円までお預入れいただけます。

ご契約時の6か月もの、1年ものの店頭表示金利に以下の金利を上乗せした金利を約定利率として
適用します。
6か月もの：上乗せ：年1.0％　　1年もの：上乗せ：年0.6％
※満期日以降の利息については、書替時における同期間の定期預金の店頭表示金利を適用します。
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